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与党調整

インボイス（送り状）

消
費
増
税
時
に
低
所
得
層
の
税
負
担
を
和
ら
げ
る
た
め
の
・
「
軽
減
税
率
」
を
巡
り
、

対
象
品
目
を
絞
り
込
ん
で
導
入
を
目
指
す
動
き
が
出
て
き
た
。
対
象
至
部
の
生
活
必

需
品
に
絞
り
迅
め
ば
、
複
数
の
消
費
税
率
で
納
税
額
を
計
算
す
る
企
業
の
事
務
負
担
は

軽
く
な
れ
、
軽
繍
税
率
導
入
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
嘉
で
対
象

品
目
の
線
引
き
や
導
入
準
備
期
間
は
課
題
と
し
て
残
る
。

自
民
、
公
明
両
党
は
月
日
、

与
党
税
制
協
議
会
の
初
会
合

竃
開
き
、
軽
減
税
率
な
ど
に

つ
い
て
諷
整
を
始
め
た
。
軽

減
軌
率
は
食
料
品
な
ど
の
生

活
必
需
品
を
対
象
に
消
費
税

率
を
低
く
抑
え
、
日
常
生
活

の
税
負
担
を
和
ら
げ
る
策

だ
ぺ
欧
州
各
国
が
導
入
し
て

い
る
。
再
滑
な
制
度
運
用
に

は
、
企
業
が
取
引
す
る
際
に

使
う
イ
ン
ボ
イ
ス
（
送
り
状
）

と
呼
ぶ
仕
組
み
を
イ
ン
フ
ラ

と
し
て
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
と
の
見
方
が
あ
る
Ⅶ

イ
ン
ボ
イ
ス
は
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
ご
と
に
価
格
と
税
額

所
の
岡
村
正
会
頭
は
9
日
、

「
中
小
企
業
の
事
務
負
担
が

過
剰
に
な
る
」
．
と
し
で
軽
減

税
率
に
反
対
す
る
意
向
を
示

し
た
。
企
業
の
事
務
負
担
を

軽
く
で
き
る
か
ど
う
か
が
、

軽
減
税
率
を
導
入
す
る
際
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
。

±
メ
、
昧
曙
、
し
ょ
う
ゆ
、

新
聞
…
…
。
自
民
党
と
連
立

商
品
を
納
入
す
る
事
業
者
が
納
入
先
に
発
行

す
る
書
類
。
．
複
数
の
税
率
を
適
用
し
て
い
る
英

国
の
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
、
商
品
名
と
を
れ
そ
れ

て
い
る
。
こ
の
事
業
者
は
付
加
価
値
税
を
納
税

す
る
の
に
あ
た
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
あ
る
税
額

を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。

を
組
む
公
明
党
は
、
消
費
税

率
が
甘
％
に
上
が
る
ま
0
1

4
年
4
月
時
点
で
、
品
目
を

思
い
切
っ
て
絞
り
込
ん
だ
上

で
軽
減
税
率
を
導
入
す
る
案

を
示
し
て
い
る
。
品
目
を
減

ら
せ
ば
、
日
商
な
ど
が
難
色

を
示
す
理
由
の
事
務
負
担
を

軽
減
で
き
る
と
み
て
い
る
。

税
率
が
5
％
の
今
で
も
土

地
な
ど
非
課
税
の
取
引
は
存

在
す
る
。
1
4
年
4
月
に
5
％

か
ら
8
％
、
1
5
年
1
0
月
に
8

髄
か
ら
川
％
ヘ
ノ
と
2
段
階
で

税
率
が
上
が
る
と
、
例
え
ば
、

リ
ー
ス
は
3
つ
の
税
率
に
よ

る
契
約
を
管
理
す
る
こ
と
に

な
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
く

て
も
複
数
の
税
率
で
契
約
を

管
理
す
る
こ
と
が
企
業
の
間

で
は
相
是
さ
れ
て
い
る
。

税
の
専
門
家
の
間
で
も
イ

ン
掛
イ
ス
不
要
論
は
あ
る
。

グ
ラ
ン
ト
ソ
ン
十
ン
太
陽
A

S
G
税
理
士
法
人
の
浜
村
浩

幸
代
表
社
員
は
「
軽
減
税
率

は
対
象
が
明
確
で
ぁ
れ
ぼ
導

入
で
き
る
の
で
は
」
と
い
う
。

義
務
負
週
の
軽
減
策
に
め

ど
が
つ
い
た
と
し
て
も
、
品

目
を
ど
う
線
引
き
す
る
か
の

問
題
は
残
る
。
公
明
党
は
「
暮

ら
し
に
直
結
す
る
品
目
」
（
幹

部
）
と
し
て
、
消
費
税
率
が

針
％
の
段
階
で
は
コ
耳
や
昧

を
細
か
く
記
し
た
書
額
。
■
企

業
が
納
税
額
を
計
算
す
る
際

に
、
軽
減
税
率
の
対
象
品
目

を
仕
分
け
し
、
正
確
な
納
税

額
を
は
じ
き
や
す
く
な
る
。

財
務
省
は
軽
減
税
率
を
適
用

す
る
替
り
ば
、
今
の
日
本
に

は
な
い
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要

だ
と
主
張
し
て
車
る
。
．
眉
民

党
の
野
田
毅
税
制
調
査
会
長

も
軽
減
税
率
に
は
イ
ン
ボ
イ

ス
が
必
要
と
の
立
場
だ
。

こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
は
作
成

に
手
間
が
か
か
り
、
始
め
る

の
は
容
易
で
は
な
い
と
の
見

方
が
あ
る
。
日
本
商
工
会
議

弱
級

＼
㌧
、
ノ

叫

　

か

｝
・
■
ご

！

■

、

し
ぎ

曙
な
ど
対
象
品
目
を
絞
る
。
、

た
だ
、
同
じ
ユ
メ
で
も
せ

ん
べ
い
な
ど
加
工
食
品
の
原

料
と
な
る
コ
メ
も
対
象
に
す

る
の
か
な
ど
の
各
論
は
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
。

限
定
し
た
対
象
品
目
で
軽

減
税
率
を
導
入
す
る
と
し
て

も
、
痙
減
税
率
の
対
象
品
目

を
取
引
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
仕
組
み
は
必
要
に
な
る
。

丁
腐
数
の
税
率
を
使
う
に
は

税
務
会
計
の
シ
ス
テ
ム
を
変

更
す
る
こ
と
に
な
る
」
　
（
浜

村
氏
）
。
新
し
い
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
は
一
定
の
期
間
が

必要だ。・

消
費
増
税
対
策

要
望
が
相
次
ぐ

′
自
民
税
調

‥
自
民
党
税
制
調
査
会
（
瀞

田
毅
会
長
）
は
9
日
、
党
本

部
で
小
委
員
会
を
開
き
、
各

部
会
か
ら
2
0
1
3
年
度
税

制
改
正
の
要
望
遷
聞
い
た
。

1
4
年
4
月
か
ら
の
消
費
増
税

を
踏
ま
え
、
住
宅
や
自
動
車

の
買
い
控
え
と
反
動
減
を
抑

え
る
措
置
の
導
入
を
求
め
る

声
が
相
次
い
だ
。
2
4
日
を
メ
叫

ド
に
1
3
年
度
の
税
制
改
正
大

綱
を
と
り
ま
と
め
る
。


